
 

学校別特記事項 

 

１ 地区・学校名 

廿日市地区  広島県立廿日市特別支援学校（廿日市市宮内10877番地2） 

 

 

２ 業務対象一般廃棄物 

（１）運搬する廃棄物の種類等は、次のとおりとする。 

区分 廃棄物の種類 予定重量 運搬日程 搬入先（処理方法） 

燃やせるごみ 

・生ごみ 

・リサイクルできない紙くず 

・木くず 

・ビニール 

・資源ごみ以外のプラスチック類 

・その他 

32,400㎏ 
週２回 

(火･金曜日) 

廿日市市の燃やせる

ごみ処理施設へ搬入 

埋 立 ご み 

・再生できないガラス類 

・陶磁器類 

・その他 

100㎏ 

適宜 

(２カ月に 

１回程度) 

廿日市市の埋立ごみ

処理施設へ搬入 

資 源 ご み 

・ビン・缶類 

・プラスチック容器（限定7品目） 

・布類 

・紙類 

（段ボール、新聞・チラシ・雑誌） 

・その他 

2,000㎏ 
週２回 

(火･金曜日) 

廿日市市の資源ごみ

処理へ搬入 

 

（２）一般廃棄物の集積場所、搬出経路は、添付の集積場所等指示図による。 

 

３ 業務実施日 

１（１）表中の運搬日程による。 

ただし、業務実施日が祝日、学校休業日に当たるなど、これにより難い場合は施設管理者と協議する。 

 

４ その他 

（１）業務時間帯 

10時00分から16時30分の間とする。 

ただし、次の時間帯は避けること。 

課業中の平日    14時00分から15時30分 

課業中の半日日課  10時00分から13時40分（該当日は、別途示す。） 

（２）安全確保 

児童生徒の課業時間（概ね9時00分から15時00分）及びスクールバス運行時間（課業中の平日9時00分か

ら9時30分、14時30分から15時00分）は、収集車両の校内運行に注意するなど、積極的に安全確保に努める

こと。 

 


